
 

 

 

福井市観光交流センターオープンセレモニー業務 公募型プロポーザル 

質問及び回答 

 

  福井市新幹線整備課 

№  質問項目 質  問  内  容 回  答 

１ 

１Ｆ 

観光案内所 
天井釣り下げのモニター受けへの

モニター設置は可能か。 
設置は不可 

２ 観光案内所 観光案内所の運営は。 運営していない。 

３ 待合スペース 椅子の設置は。 設置されていない。 

４ 
倉庫 

※入口東口 
使用可能か。 

使用は可能 

但し、狭いため大きな荷物は不可 

５ 
設置物 

コインロッカーは。 東側入口 右側スペースに設定 

６ 自動販売機は。 １Ｆエレベータ 東側に設置 

７ 
２Ｆ カフェ 

厨房の使用は。 カフェ運営会社と要相談 

８ カフェスペースの使用は。 カフェ運営会社と要相談 

９ 

屋上 
設営関係 

テント等の設置は可能か。 

可能 

但し、床が傷付かないようブルー

シート等で養生すること。 

また、強風対策も講じること。 

10 植栽への侵入は。 

植栽が痛む恐れがあるため原則不

可。但し、侵入可能な箇所もある

ため要相談 

11 柵に旗等の取付は可能か。 可能 

12 屋上での飲食は可能か。 

可能 

但し、火器は使用できない。 

（ＩＨはＯＫ） 

13 ステージ等設置時の耐荷重は。 下記参照 

14 内容関係 ＪＲからの規制等はないか。 規制はない。 

15 

その他 

階段広場 会場は暗くできるのか。 

ロールスクリーンが設置されてい

る。 

参照：下記写真 

16 
１Ｆ・２Ｆ 

トイレ 
使用可能か。  

使用可能 

但し、イベント終了後、トイレ清

掃をお願いします。 

17 動線 来館者の入口は。 東側と南側の 2か所 



 

 

18 

その他 

式典 当日の来賓者数は。 

３名（市長、ＪＲ福井駅長、ス

テージイベントゲスト）を予定し

ている。 

19 使用料 当施設の使用料は。 

当イベントは、福井市が主催する

ため、１００％免除となる。 

但し、営利、営業、宣伝その他に

類する内容が含まれる場合は利用

料金が発生する。 

下記参照： 

・福井市観光交流センターの設置

及び管理に関する条例 第１０

条、第 11条 

・福井市観光交流センターの設置

及び管理に関する条例施行規則 

第９条１項 

20 その他 事前内見をお願いしたい。 
５月２３日（火）の午前１０時～

１１時とする。 

13 参照資料 

設計用荷重（N/㎡） 

種別 床版 小梁 架溝 地震 

Ｌ.Ｌ. 1,800 1,550 1,300 600 

 

15 参照資料（階段広場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 参照資料 「福井市観光交流センター設置及び管理に関する条例」 

（利用料金） 

第１０条 利用の承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、指定管理者にその利用に係 

る料金（以下「利用料金」という。）を支払わなければならない。 

２ 利用料金の額は、別表に定める上限額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。

この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受け

なければならない。 

３ 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。 

４ 利用者は、利用料金を前払いしなければならない。ただし、指定管理者が後払いすること

について特別の理由があると認めるときは、後払いすることができる。 

（利用料金の免除） 

第１１条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除するこ 

とができる。 

別表（第８条、第１０条関係） 

                                    （単位 円） 

区分 利用料金 

１時間当たりの料金 全日（９時～２２時） 

屋上広場 ２，１５０ ２３，６５０ 

展示交流スペース １，０７０ １１，７７０ 

屋内広場 １，２５０ １３，７５０ 

備考 

１ 利用時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間とする。 

２ 物品の販売又はこれに類する行為をする場合の利用料金は、当該物品の販売等の売上総

額の１０パーセントに相当する額を、この表に定める利用料金の額に加えた額とする。 

３ 利用料金の総額に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 

19 参照資料 「福井市観光交流センター設置及び管理に関する条例施行規則」 

（利用料金の免除の基準等） 

第９条 条例第１１条の規定により指定管理者が利用料金の全部又は一部を免除することがで

きる場合及びその免除の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額と

する。ただし、営利、営業、宣伝その他これらに類する目的のために利用する場合は、この

限りでない。 

(1) 福井市が主催する事業の実施のために観光交流センターを利用する場合 利用料金の１

００パーセントに相当する額 

(2) 地方公共団体（福井市を除く。）が主催する事業の実施のために観光交流センターを利

用する場合 利用料金の５０パーセントに相当する額 

(3) その他指定管理者が市長の承認を得て特に必要があると認める場合 指定管理者が市長

の承認を得て必要と認める額 

 

 


